
第９回横浜金沢ブランド認定事業 実施要項 

 

横浜金沢を訪れる多くの皆さんに、また金沢区に暮らす区民の皆さんに愛され、地元を記

憶していただく横浜金沢ならではの逸品となる良質商品を提供していくことが、横浜金沢ブ

ランドの目的です。 

新しい商品から息の長い定番商品まで、２年に一度の審査会で認定してまいります。 

これから育っていく商品、現在の横浜金沢を代表する商品それぞれに「ものづくり」の精 

神がこめられているものを求めます。 

毎回、審査委員は全ての応募商品をチェックするとともに、非食品部門では実際に手に取

り、食品部門では試食、試飲し味わい、価格、金沢らしさを含め段階評価、定性評価をし、最

後に総合審査を行います。 

 

１． コンセプト  

〇 区内外の観光客、訪問客に横浜金沢らしさを感じられ、横浜金沢ならではの逸品となる

もの 

〇  区民が親しみをもって、日常生活に利用することができるもの。そのうえで、自信を 

持ってお客様におすすめすることができるもの  

  〇  モノづくりの精神が感じられるもの  

〇  横浜金沢の経済・産業振興につながるもの  

〇  横浜金沢のイメージを定着、発展させるもの  
 
２．対象商品   

〇 認定期間中に販売可能な全ての商品アイテムで、以下の条件を満たしていること 

 

（１） 上記１のコンセプトに一つ以上該当すること。 

（２） 後述 5. の出品条件に適合していること。  
 
３． 応募資格   

〇 原則、金沢区に事業所（代理店）を有すること  
  
（１） 無人（電話転送を含む）の代理店、支社は認めません。  

（２） 個人事業主、自営業の応募も、商品の内容により可能です。  

（３） なお、区外にあっても、横浜金沢と関係の深い商品を提供する事業所も、応募するこ

とはできます。 
 
４． 応募方法   
 〇 次のとおり８月中に申請を受け付けます 
 
（１） 受付期間 令和２年８月３日（月） ～ ８月３１日（月）   

（２） 提出書類  

①  応募品目一点につき出品申込書一通（必須） 

   ②  会社（団体）概要（会社案内等） ※新規の場合   



   <注> 申請時に出品商品（現物）の提出は必要ありません。  

（３） 申請方法 申請方法は二つあります  

①  一商品を一申請とする  

②  一シリーズを一申請※とする 

 ※  シリーズ申請の場合、審査時に認定基準に達しないアイテムが１点でも含まれ 

た時には全て不合格となりますのでご注意ください。また、カタログ等でもシリ

ーズ表記となります。該当商品のカタログ、取扱説明書などの審査補足資料の提

出は任意です。    

（４） 応募要項と申込書は、７月１日（水）より一般社団法人横浜金沢観光協会・金沢区役

所地域振興課・地区センターに配置します。横浜金沢観光協会ホームページの横浜金

沢ブランドのページからもダウンロードできます。 

ＵＲＬ http://www.yokohama-kanazawakanko.com 

提出方法 電子メールまたは郵送  
 

   ◆  応募用紙のダウンロード： 横浜金沢観光協会ホームページ ⇒ 横浜金沢ブランド 

⇒応募規定  

◆  郵送、電子応募の締切 ８月３１日（月）消印または到着分まで  

◆  電子応募先 E-mail : info@yokohama-kanazawakanko.com 

（５） 問い合わせ及び提出先窓口  

        〒236-0028 横浜市金沢区洲崎町１－１８  

     一般社団法人 横浜金沢観光協会  認定担当 佐藤・永井 

     TEL : ０４５－７８０－３４３１ FAX : ０４５－３４９－７０３５ 

（６） 申請料  申請書一通につき 5,000 円 

        ※  審査作業の公平性のためシリーズ申請の場合は １シリーズ 5 アイテム以内と

し、これを超える場合は一点につき 1,000 円追加となります。 

（例：1 シリーズ 7 品目一括申請の場合、申請料金は 7,000 円、申請用紙は 

 1 枚となります。）   

（７） 支払方法     

    申請料のお支払いは振込※となります。 

    ※  振込先は申請受付後に受付確認書とともにお知らせします。なお、振込後に申請 

を取り下げた場合でも申請料は返還いたしません。また、指定日までに申請料のお支

払がない場合は認定審査会に出品はできません。     
 

５． 出品条件  
 〇 出品に際し、次の諸条件をクリアしてください 
 
（１） 原則として、審査時に販売されている商品であること。新規開発したオリジナル商 

品の場合、審査会までに販売商品と同じ商品が提出可能であること。ただし「手作り」

「受注生産商品」に関しては、現品あるいは試作品でも可とします。 

アイデアのみの応募は受け付けません。   

（２） 商標、実用新案、意匠権などの諸権利に抵触しないこと。各安全基準、表示基準を 

クリアしていること。   

（３） 出品商品には、小売り予定価格を必ず設定してください（本体価格）。  

    オープン価格の場合でも希望小売価格を明記してください。   
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（４） 商品開発にかかる費用は自己負担とします。  

 

6． 横浜金沢ブランドのマーク表記    

〇 別途ロゴマーク使用規定に従ってください    

 

※  使用規定の主な内容（詳細はＨＰの使用規定参照） 

商品パッケージ又は商品本体に印刷またはシールが添付されていること。 

既存商品でデザイン変更が難しい場合、プライスカードＰＯＰ等に横浜金沢ブラン

ド認定を表記すること。 
 
7． 審査の概要    

〇 横浜金沢ブランド認定審査会において、現品あるいは試作品を審査のうえ、認定します       
 

（１） 審査日・審査会場   令和２年９月１６日（水）  金沢地区センター 

（２） 審査委員   審査委員は、金沢区長をはじめ、地域団体の代表者、観光関連事業者の 

代表者、さらにジェイコム湘南・神奈川、タウンニュース社、はまかぜ新聞社等のメ

ディアの方などにより、構成しています。  

（３） 審査基準・審査方法   コンセプトを満たした商品であることを確認し、次の基準に

より審査します。総合得点が平均値を著しく下回る場合は認定されません。  

◆ 横浜金沢らしさ  ◆ 機能 ◆ 市場性  ◆ 品質 ◆ 外観・パッケージ  ◆ 安全性  

（４） 提出物    審査会には応募商品（通常販売されている商品、または製品化できること

を前提とした試作品）を 必要量、審査会場に提出※していただきます。 

     ※  証明書類の提出      

① 食品衛生法等法律により基準が義務付けられている商品の場合、適合を証明する書

面の写しを提出してください。      

②  品質、性能、安全性等に関する第三者機関又は自社の試験成績書の写しを提出して

ください。      

③ 解凍、調理、加工等が必要な商品も審査会場にて、販売時の状況で提供してくださ

い。  

 （５） 審査結果   審査会における審査結果を受けて、最終チェックを行い、２週間以内に

郵送にて通知いたします。  

※ 審査結果は９月下旬にホームページ等で公表を予定しています。 
  
８． 認定後の取り扱い   

〇 認定された後の手続き等は次のとおりです 
 

（１）  認定期間     1 期 2 年間：令和２年 10 月 1 日 ～ 令和４年 9 月 30 日     

この間、横浜金沢ブランドとして認定し、様々な販売促進活動を行います。 

 （２） 認定料      申請書 1 枚につき １0,000 円とします。 

※ 但しシリーズ商品で 5 点を超える場合 1 点につき 1,000 円の追加 

※ なお、既存認定事業者についても、継続認定料として、10,000 円をいただき 

ます（第８回認定事業と同様）  
 （３） ロゴの使用     別途ロゴ使用取り扱い規定に従ってください。  

（４）  変更について  仕様、バリエーション構成の変更は、原則として認定期間中は認め 



ません。ただし改良（バージョンアップ） アイテムまたは原材料の高騰等による価格

変更は、事前に申請があれば可能です。    

（５） 証明書類の提出     認定後、追加で各種証明書（例えばＰＬ保険証、登記証明等） 

を求めることがあります。  

（６） 認定の取り消し   認定された商品であっても、指定日までに認定料の払い込みが

ない場合や、申請商品及び申請内容と異なる場合、また必要な証明書の提出がない場

合は、その認定を取り消します。その場合、認定料は払い戻ししません。  

（７） 認定証書贈呈式等・販促販売について     

①  令和２年 10 月 1４日（水）金沢区役所にて、認定証書贈呈式（表彰式）を実施

予定（変更等ありますのでご了承ください）。 

     ②  販促販売等   横浜金沢観光協会が仕入れ販売活動を行う場合は、個々に会員と 

販売契約を結びこれを行います。 

（８） 認定後必要な経費について         

① 別途費用   展示会、商談会等に参加する場合（原則参加自由）、別途参加費用が

発生する場合があります。 

②  メディア向け、プロモーション用にサンプル、無料商品提供をお願いする場合が

あります（広報用、デモ用、タイアップ広告用）。  
  

9． 一般社団法人横浜金沢観光協会への会員加入  
  〇 認定を受けた事業所、及び団体は、一般社団法人横浜金沢観光協会※へ会員として加

入していただきます。（法人年会費 1 口 10,000 円以上）  
 

※  一般社団法人横浜金沢観光協会は、ブランド管理、認定商品の販売促進、認定企業

の振興を図る事業に取り組んでいます。また、横浜金沢ブランドのＰＲ等を金沢区役

所、横浜市商工会議所金沢支部とともに行います。会員相互の情報交流、セミナー、

商品開発等にも取り組んでいます。  
 

    ■  認定にかかる費用例    申請料 5,000 円 ・認定料 １０,000 円   

横浜金沢観光協会法人年会費 1 口 10,000 円以上  
 
10． 販売促進 

〇 カタログの作成・配布、横浜金沢観光協会ホームページでの紹介、メディアへの働き

かけ、横浜市広報チャネルの活用、ＴＶ番組・雑誌・新聞等へのパブリシティ活用、各

種イベント参加などを展開します。 

  

１１． 主  催 

     一般社団法人横浜金沢観光協会 

 

１２． 共  催 

金沢区役所 

 

１３． 協  力 

     金沢区町内会連合会 金沢区商店街連合会 横浜商工会議所金沢支部  

NPO 横浜金澤シティガイド協会 各観光関連事業者 各メディア事業者 等 


